チラシや広報誌等で啓発される際の
文面参考としてご使用ください。


☆　自転車の賠償責任保険への加入促進
ご存じですか？滋賀県では平成２８年（２０１６年）２月２６日から「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行され、自転車を利用するすべての人は、自転車賠償保険への加入が義務となりました。自転車事故では、歩行者や自転車同士でぶつかり、第三者にケガをさせたり、モノにぶつかり財物を壊したりするケースもあります。事故の大きさによって、高額な賠償金を払わなければならないこともあります。

☆　ヘルメット着用の推進
自転車ヘルメットの着用は、令和５年（２０２３年）４月１日から努力義務化されています。その背景として、自転車事故による死亡者の多くが頭部を損傷しており、ヘルメット着用が被害軽減に効果的であるからです。
特に子どもには、保護者が着用させる努力が求められています。これは、道路交通法の改正によるもので交通事故時の頭部保護の重要性から大人も子どもも対象となり、ＳＧマークなどの安全基準を満たした製品の正しい着用が促されています。

☆　自転車の正しい乗り方の啓発
自転車事故の多くは、赤信号無視や一時不停止といった重大なルール違反が原因となっています。自転車は交通ルール上「車両（軽車両）」であり、自動車と同様に道路交通法が適用されます。交通ルールを守らないと思わぬトラブルにつながることがあり、令和８年４月からは「交通反則通告制度（青切符制度）」が導入され、16歳以上の自転車運転者が信号無視・一時不停止・ながら運転・酒気帯び運転などを行った場合、反則金の納付が求められます。ルールを正しく守って、自転車を「安全・快適・便利」に利用しましょう。
[bookmark: _GoBack]また、自転車に乗るときは、自転車安全利用五則を守りましょう。
① 自転車は車道が原則、車道は左側を通行、歩道は例外、歩道は歩行者優先
② 信号は必ず守る。交差点では一時停止と安全確認
③ 夜間は必ずライトを点灯する。
④ 飲酒運転は禁止
⑤ ヘルメットを着用する。（全年齢で努力義務）
☆　路上放置自転車防止の啓発
守山市には、良好な生活環境の確保や市民生活の安全を図ることを目的に、自転車などを公共の場所に放置することを防止する「守山市放置自転車等の防止に関する条例」があります。
皆さんは、道路、駅前広場、公園、その他公共の用に供する場所に自転車などを放置しないようにお願いします。

☆　迷惑駐車や違法駐車対策
迷惑駐車や違法駐車は、子どもの飛び出しや自転車の発見が遅れるなど、交通事故を誘発するだけでなく、救急車やパトカーといった緊急車両の走行を阻害して人命にかかわる重大な事態を招きかねません。また、マナー違反に止まらず、社会の安全や秩序、個人の権利を脅かす深刻な問題となり、法的ペナルティーを課せられることがありますので注意しなければなりません。

☆　飲酒運転追放の啓発
重大事故に直結する悪質・危険な飲酒運転が後を絶ちません。飲酒運転は、運転者本人だけでなく、お酒を提供した人や運転をさせた人、同乗した人も厳しく罰せられます。「このくらいのお酒の量なら大丈夫」という過信は禁物です。運転する人は「飲酒運転は絶対しない！」周りの人も「飲酒運転は絶対させない！」という強い意志を持って、みんなで飲酒運転を根絶しましょう。

☆　免許返納制度に関する周知
近年、高齢ドライバーの認知機能の低下によって、アクセルとブレーキを踏み間違うなどの交通事故が増えています。「運転するのが不安である、もしかしたら認知症かもしれない」という６５歳以上の方には、交通事故防止のために、「運転免許証自主返納高齢者支援制度」というものがあります。この制度は、有効な運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書を取得することで、様々なサービスを受けることができるものです。この制度を利用したい方は、守山市のホームページをご覧になるか、滋賀県警察本部または守山警察署交通課に直接、お問い合わせください。
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